
令和７年度第４回三郷区地域協議会 

次 第 
 

日時：令和 7年 8月 28 日（木）午後 6時 30 分～ 

会場：三郷地区公民館 2 階 集会室 

 

 

 

1 開会 

 

 

 

 

2 自主的な審議 

  ・三郷区の人や自然など美しい風景の魅力発信について                     

 

 

 

 

 ・地域の課題について 

 

 

 

 

3 その他 

 

 

 

 

 

 4 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

【次回協議会  ： 9 月 25 日（木）午後 6時 30 分～、三郷地区公民館】 

【次々回協議会 ： 10 月 23 日（木）午後 6時 30 分～、三郷地区公民館】 

  

 



 回  覧  

三郷地区の皆様 

 

 ６月上旬にお知らせしましたように、「みてみて三郷！！～写真でつづる自然・くら

し～」を下記の通り開催します。 

 三郷区の美しく魅力ある風景や行事（地区運動会、夏祭りなど）の写真を集めて展示

します。スマホの中に入っている写真や押し入れに入っている古いアルバムの中にあ

る写真でもＯＫです。 

 

【募集要項】 

 〇募集期間 令和７年９月１日（月）～１０月１０日（金） 

 〇出品先  三郷地区公民館内 三郷まちづくり振興会 時間：午前9時～午後3時 

 〇出品点数 ひとり３点まで。どなたでも出品できます。 

 〇写真条件 サイズはＡ４以内 

 〇展 示  会場：三郷地区公民館 

       期間：令和７年11月8日（土）～９日（日）午前9時～午後4時 

           ※三郷小学校閉校記念式典にあわせて展示します。  

〇返 却  ・原則返却しませんが、古い写真等で返却希望の方は申し出ください。 

      ・返却希望の方は９日午後４時～５時の間に公民館に取りに来てくだ 

さい。無理な場合は個々に対応させてください。 

○展示方法 ・出品された、すべての写真を展示します。 

・写真の裏に両面テープを貼って黒の台紙に付けます。 

        （返却希望で、この方法を希望されない場合は、透明セロハンで写 

真を包み両面テープを貼って台紙に付けます） 

 〇その他  ・出品された写真に関するトラブルに関しては、主催者は一切の責 

任を負いません。 

主催：三郷まちづくり振興会 （問合せ等 電話・FAX：512-2801） 

 

運営：三郷区地域協議会委員 

たくさんの写真を 

お待ちしています！！ 

資料１ 



 

 

令和８年度地域独自の予算事業を活用したい取組の概要（案） 
 

令和 7年 8月  日 

提案者の情報 

地域自治区名           三郷区 

取 組 の 名 称 みてみて三郷！！～写真でつづる自然・くらし～事業 

提 案 団 体 の 

名 称 
三郷区地域協議会 団体等の 

所 在 地 

電話番号 

〒943-0832 

上越市本町 3-2-26 

南部まちづくりセン

ター 
代 表 者 氏 名 会長 保坂裕子 

担 当 者 

氏

名 
 電話番号  

住

所 
 FAX 番号  

備考 担当者の欄は、市から取組内容を確認する場合の連絡先を記入してください。 

 

実施主体となる（想定している）団体の情報 

実 施 主 体 の 

団 体 の 名 称 
三郷まちづくり振興会 団体等の 

所 在 地 

電話番号 

〒 

 

 代 表 者 氏 名  

担 当 者 

氏

名 
 電話番号  

住

所 
 FAX 番号  

備考 担当者の欄は、市から取組内容を確認する場合の連絡先を記入してください。 

   提案者と同一の場合は団体の名称に同上と記入してください。 

 

１ 事業計画 

（１） 対象とする取組の区分、※該当する箇所に☑ 

□ ①地域資源を活用した新たな収入源や雇用の創出等につながる取組 

☑ ②地域での暮らしやすさにつながる助け合い等の取組 

（２） 取組の継続性 

地域活動支援事業の活用実績の有無  ※該当する箇所に☑ 

□ これまでに上越市地域活動支援事業を活用して実施した事業の継続的な取組

（地域活動支援事業の最終実施年度： 令和    年度 ） 

☑ これまでに上越市地域活動支援事業として実施したことのない取組 

 

地域独自の予算事業の活用実績の有無  ※該当する箇所に☑ 

□ これまでに上越市地域独自の予算事業を活用して実施した事業の継続的な取組 

（地域独自の予算事業の最終実施年度： 令和    年度 ） 

☑ これまでに上越市地域独自の予算事業として実施したことのない取組 

資料２ 



 

 

（３） 取組の目的及び期待する効果（これまでの経緯を含む） 

取 組 の 目 的 
三郷区の美しく魅力ある風景や行事の写真を集めて展示し、地

域に住む住民が、地域の良さを再発見する。 

期 待 す る 効 果 
地域の魅力を再発見することにより、三郷区を愛する心が醸成

され、地域の結びつきが強まる。 

 数 値 目 標 参加者（出品者と来館者） 延べ 50 人 

これまでの経緯 
三郷区地域協議会が企画し、令和 7 年 11 月 8～9 日に初めて開

催する。 

（４） 取組の内容及び実施方法 

取 組 の 内 容 

 

三郷区内で撮影された風景や行事、昔懐かしい写真を集めて、

公民館に展示する。 

また、写真の撮り方講座を開いて、住民がスマホの撮影のコツ

などを学び、素敵な写真を撮れるような技術を身に付ける機会

を作る。 

実 施 方 法 

 

全戸に作品募集チラシを配布し、写真を募集する。 

写真の撮り方講座は、作品募集の前に１回開催する。（地域の方

を講師にお願いする） 

振興会事務局（三郷地区公民館）に応募いただき、集まった写

真を１１月に展示する。 

運営は地域協議会委員など有志が行う。 

工事、修繕、備

品購入等が必要

な場合、本提案

で取り組むソフ

ト事業との関係

性 

 

 

 

☑該当なし 

 

（５） 取組の実施期間及び実施スケジュール 

取組の実施期間 令和８年５月 ～ 令和８年１１月 

取 組 の 実 施 

ス ケ ジ ュ ー ル 

令和８年４月   

令和８年５月  チラシ作成 

令和８年６月  写真撮り方講座 

令和８年７月  各戸に作品募集要項の配付 

令和８年８月   

令和８年９月  作品募集 

令和８年１０月 作品募集 

令和８年１１月 作品展 



 

 

令和８年１２月  

令和９年１月   

令和９年２月   

令和９年３月   

令和９年４月   

次 年 度 以 降 の 

取 組 の 見 通 し 

 

子どもからお年寄りまで参加できる内容で、工夫しながら継続

していきたい。 

 

２ 収支予算 

（ア）収入の部                         （単位：円） 

費  目 金  額 説  明 

上越市地域独自の予算

事業補助金 
61,000 円 

補助対象経費 88,000 円×補助率

7/10 

自 

主 

財 

源 

自己財源 27,000 円  

 円  

 円  

 円  

合  計 88,000 円  

（イ）支出の部                          （単位：円） 

費  目 金  額 説  明 

報償費 18,000 円 
写真撮り方講座講師謝礼 6,000 円 

展示パネル運搬謝礼（準備・撤収）

3,000 円×2 人×2回＝12,000 円 

消耗品費 40,000 円 

写真掲示用台紙（黒プラ段ボール） 

180×90 ㎝  ＠987×20＝19,740 円 

両面テープ、紙、インク、案内看板等消

耗品          20,000 円 

コピー代 25,000 円 

全戸配布チラシ（カラーコピー）＠50×

400 枚＝20,000 円 

募集要項等コピー（白黒）＠10×500＝

5,000 円 

ボランティア飲み

物代 
5,000 円 

準備、当日ボランティアスタッフ 

ペットボトル 50 本 

 円  

合  計 88,000 円  

  備考 次に掲げる書類を添付してください。（該当する項目のみ） 

⑴ 見積書の写し 

⑵ 取組の概要が分かる位置図、その他の工事図面の写し

 



 地域の課題について 

 

「第 3回地域協議会（令和 7年 6月 26 日開催）の意見まとめ」 

 

〇三郷小学校閉校後について 

 ・地区の運動会や夏祭りが継続できるのか不安だ。 

  ・どう地域を盛り上げていくのか。 

  ・公民館が古いので、校舎や体育館を使わせてもらいたい。 

  ・閉校したら体育館は使えなくなると聞いたが、指定避難所はどうなるのか。 

  ・三郷地区には公共施設が他にないので、地区の行事を行う場所として使わ

せてもらいたい。 

  ・校舎の敷地の草刈りなどの環境整備がどうなるのか。 

 

〇人口減少に関して 

 ・保育園もなくなると、ますます若い人が住まないのではないか。 

 ・農業の後継者の不足が問題。 

 ・立地的には悪くない地区なので、人を呼び込みたい。 

  

、○その他 

  ・空き家問題は、住んでいた人に関わることだが防犯の面もある。 

  ・有線放送が無くなったので、緊急時の連絡方法の体制が課題。 

 

 

 

資料３ 


